
１　調達内容

提案要請書及び調達仕様書による。

２　競争参加資格

３　企画提案書の作成及び提出に係る事項

2025年8月28日 から 2025年9月26日 まで
メールにて配布。

交付締切日時：

宇航研25TK00372YPCI
掲載期間　 2025年8月28日 ～2025年11月末

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
調達部長　　辻　宏司

（１）調達件名 新型宇宙ステーション補給機-X１号機　宇宙賠償責任保険

企画競争

次のとおり企画競争に付します。
2025年8月28日

（４）対象期間

（２）調達サービス及び数量

（３）調達サービスの概要 HTV-Xの再突入業務の遂行に伴い、被保険者が万一不測の事故によ
り第三者に損害を与え、その損害に対する賠償を請求された場合に被
保険者が賠償能力を持つことを目的として、宇宙賠償責任保険を付す
る。

（１）競争参加資格 ・国の競争参加資格（全省庁統一資格）において、令和7年度に「役務
の提供等」のA等級に格付けされている者であること。

2026年1月1日午前0時00分から2027年1月1日午前0時00分まで
（日本時間）

（５）保険料金支払い条件 前金払い特約を付す。

TEL　070-1170-2266
E-mail　YUJIN-NYUSATSU@ml.jaxa.jp

（２）提案要請書の交付方法

なお、開封パスワードは、上記３（２）の交付時にメールで併せて通知す
る。

（２）競争に参加できない者 競争に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得
ない者。資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記
載した者、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又
はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の販売及び役
務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状態が継続して
いる者等。

（１）問い合わせ先 〒305-8505
茨城県つくば市千現２－１－１
筑波宇宙センター
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
調達部研究・事業調達室　小出健司

※フリーメールアドレスは、機構のセキュリティ上、受信できない又は受信に時間を要す場合があ
るため、使用する際は必要に応じて電話等により機構に受信の確認を行うこと。

※競争参加資格を有しない者（申請中の者を除く）への発注図書の交付は行わない。

【問合せ方法について】
・メールの件名は「25TK00372YPCI 新型宇宙ステーション補給機１号
機 宇宙賠償責任保険」にすること
・本文には会社名、担当者名、電話番号、メールアドレス、書類発送先
の住所を記入すること。

2025年9月26日 17:00



2025年9月18日 （木）　予定

2025年10月7日 （火）

2025年11月13日 （木）

４　予算及び採択件数

５　その他

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨とする。

否

保険約款等による。

（３）企画競争説明会の日時及び場所 15:00

（４）企画提案書の提出日の受領期限および場所 12:00
上記３（１）に電子メール添付にて分割して提出も可とする。

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

場所：Teams会議（オンライン）にて開催。なお、Google Chrome又は
Microsoft EdgeのTeamsにてアクセスを求めるため、9月17日(水)12時
までに3(1)項に示す問い合わせ先に参加希望の旨、連絡すること。

※都合がつかず参加できなかった者や説明会開催後の企画競争に参
加表明した者には同説明会の動画を提供していく。

採択件数

（２）企画提案者に要求される事項

選定に参加するものは、所要の企画提案書を提出し、本契約の履行
が可能であることを証明すること。また、選定日の前日までの間におい
て、調達部長及び調達部長から指名された者から当該書類に関し説
明を求められた場合は、それに応じなければならない。

（３）選定の無効について
本公告に示した競争参加資格の無い者による提案、提出資料等に虚
偽の記載をした者による提案、及び提案要請書に記載する本提案に
関する条件に違反した提案は無効とする。

（５）契約相手方の選定予定日 予定

予算 10,500,000円

1件

※個人情報の取り扱いについて
ご提出いただく資料に個人情報が含まれる場合には、当該個人情報を適切に管理するとともに当該目的以外には使用しま
せん。

（４）契約書の要否

（５）プレゼンの要否

（６）契約相手方の選定方法
当機構が企画提案内容等を総合的に審査し、当機構に最も有利な企
画提案を行った者を契約相手方として選定する。

（７）その他

詳細は提案要請書、及び上記３（１）のものに確認することによる。女性
の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など提出
書類について、認定の取消などによって異なる状況となった場合には、
速やかに問い合わせ先に届け出ること。




